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2 頁 「障害者雇用について」 

（１）障害者雇用率制度 関係 

障害者の雇用の促進等に関する法律 

第三十七条 

① 全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の

場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで対象障害者の雇入れに努めな

ければならない。 

② この章、第八十六条第二号及び附則第三条から第六条までにおいて「対象障害者」

とは、身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）第四十五条第二項の規定により精神障

害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。第三節及び第七十九条第一項を

除き、以下同じ。）をいう。 

 

第四十三条 

① 事業主（常時雇用する労働者（以下単に「労働者」という。）を雇用する事業主を

いい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第八十一条の二を除き、以下同じ。）

は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害

者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数

（その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第四十六条第

一項において「法定雇用障害者数」という。）以上であるようにしなければならな

い。 

② 前項の障害者雇用率は、労働者（労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安

定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条第三項において

同じ。）の総数に対する対象障害者である労働者（労働の意思及び能力を有するに

もかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある対象障害者を含む。

第五十四条第三項において同じ。）の総数の割合を基準として設定するものとし、

少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。 

③ 第一項の対象障害者である労働者の数及び前項の対象障害者である労働者の総数の

算定に当たつては、対象障害者である短時間労働者（一週間の所定労働時間が、当

該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、か

つ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者をいう。以下同

じ。）は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者

に相当するものとみなす。 
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④ 第一項の対象障害者である労働者の数及び第二項の対象障害者である労働者の総数

の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者（短時間労

働者を除く。）は、その一人をもつて、政令で定める数の対象障害者である労働者

に相当するものとみなす。 

⑤ 第一項の対象障害者である労働者の数及び第二項の対象障害者である労働者の総数

の算定に当たつては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障

害者である短時間労働者は、その一人をもつて、前項の政令で定める数に満たない

範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するもの

とみなす。 

⑥ 第二項の規定にかかわらず、特殊法人（法律により直接に設立された法人、特別の

法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共

団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が

国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な

経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて

得ている法人であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。）に係る第一項の障

害者雇用率は、第二項の規定による率を下回らない率であつて政令で定めるものと

する。 

⑦ 事業主（その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主

に限る。）は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である

労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。 

⑧ 第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たつ

ては、短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相

当するものとみなす。 

⑨ 当該事業主が雇用する労働者が対象障害者であるかどうかの確認は、厚生労働省令

で定める書類により行うものとする。 

 

（２）採用にあたって 関係 

障害者の雇用の促進等に関する法律 

第三十四条 

事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均

等な機会を与えなければならない。 
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第三十五条 

事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇につい

て、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱

いをしてはならない。 

 

第三十六条の二 

事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機

会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり

障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなけ

ればならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、こ

の限りでない。 

 

第三十六条の三 

事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確

保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改

善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑

な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなけれ

ばならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この

限りでない。 

 

第三十六条の四 

① 事業主は、前二条に規定する措置を講ずるに当たつては、障害者の意向を十分に尊

重しなければならない。 

② 事業主は、前条に規定する措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの相

談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置

を講じなければならない。 

 

４頁 「公正な採用選考の考え方」 

（１）採用選考の基本的な考え方 関係 

日本国憲法 

第十二条 

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保

持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に

公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 
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第十四条 

① すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地に

より、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 

② （以下省略） 

 

第二十二条 

① 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 

② （省略） 

 

７頁 「採用選考における人権尊重のために」 

（３）公正採用選考人権啓発推進員制度 関係 

「公正採用選考人権啓発推進員 選任（異動）届 

⇒別紙１ 参照 

 

１０頁 「健康診断について」 

 

労働安全衛生規則 

第四十三条 

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目

について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診

断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康

診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目

については、この限りでない。 

一 既往歴及び業務歴の調査 

二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力（千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力を 

いう。次条第一項第三号において同じ。）の検査 

四 胸部エックス線検査 

五 血圧の測定 

六 血色素量及び赤血球数の検査（次条第一項第六号において「貧血検査」とい 

う。） 

七 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ（ＧＯＴ）、血清グル 
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タミックピルビックトランスアミナーゼ（ＧＰＴ）及びガンマ―グルタミルト 

ランスペプチダーゼ（γ―ＧＴＰ）の検査（次条第一項第七号において「肝機 

能検査」という。） 

八 低比重リポ蛋たん白コレステロール（ＬＤＬコレステロール）、高比重リポ蛋た 

ん白コレステロール（ＨＤＬコレステロール）及び血清トリグリセライドの量 

の検査（次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。） 

九 血糖検査 

十 尿中の糖及び蛋たん白の有無の検査（次条第一項第十号において「尿検査」と 

いう。） 

十一 心電図検査 

 

１１頁 「内定から入社まで」 

（３）その他の書類 関係 

労働基準法 

第五十七条 

① 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業

場に備え付けなければならない。 

② 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えな

いことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付

けなければならない。 

 

１３頁 「責任ある対応を要する新規学校卒業者」 

 

新規学校卒業者の採用に関する指針 

⇒別紙２ 参照 

 

新規学校卒業者の採用内定取消しの防止について（職業安定法施行規則の改正等の概要） 

 

（本文） 

採用内定取消しの防止のための取組を強化するため、職業安定法施行規則の改正等を

行い、ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握、事業主がハローワークに通知

すべき事項の明確化を図ることにより、企業に対する指導など内定取消し事案への迅速
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な対応を図るとともに、採用内定取消しの内容が厚生労働大臣の定める場合に該当する

ときは、学生生徒等の適切な職業選択に資するため、その内容を公表することができる

こととしました。 

（平成２１年１月１９日 改正職業安定法施行規則等の公布・施行） 

 

 新規学校卒業者の採用をお考えの事業主の皆様には、この改正の趣旨等をご理解いた

だき、適正な採用計画の下、募集・採用活動を進めていただくとともに、採用内定取消

しが行われることのないようにお願いします。 

 改正等の詳細については、次のとおりです。 

 

１ ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握 

新規学校卒業者の採用内定取消しを行おうとする事業主は、あらかじめハローワー

ク及び施設の長（注）に通知することが必要となります。（職業安定法施行規則第３５

条第２項） 

（注）職業安定法第２７条に基づきハローワークの業務の一部を分担する学校の長

又は同法第３３条の２に基づき無料の職業紹介事業を行う学校等の長 

 

２ 事業主がハローワーク等に通知すべき事項の明確化 

新規学校卒業者の採用内定取消しを行おうとする事業主は、職業安定局長が定める様

式（注）により、ハローワーク及び施設の長に通知することが必要となります。（職業

安定法施行規則第３５条第２項） 

（注）所定の様式には、内定取消し者数、内定取消しを行わなければならない理由、

内定取消しの回避のために検討された事項、対象学生等への説明状況、対象学生等に

対する支援の内容等を記載する必要があります。 

  

３ 採用内定取消しを行った企業名の公表 

厚生労働大臣は、採用内定取消しの内容が、厚生労働大臣が定める場合に該当する

ときは、学生生徒等の適切な職業選択に資するよう学生生徒等に情報提供するため、

その内容を公表することができることとなります。（職業安定法施行規則第１７条の

４） 

 

【厚生労働大臣が定める場合】（職業安定法施行規則第１７条の４第１項の規定に基づ

き厚生労働大臣が定める場合（平成２１年厚生労働省告示第５号）） 

採用内定取消しの内容が、次のいずれかに該当する場合。（ただし、倒産により翌年

度の新規学校卒業者の募集・採用が行われないことが確実な場合を除く。） 

① ２年度以上連続して行われたもの 
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② 同一年度内において１０名以上の者に対して行われたもの 

（内定取消しの対象となった新規学校卒業者の安定した雇用を確保するための措置 

を講じ、これらの者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く。） 

③ 生産量その他事業活動を示す最近の指標、雇用者数その他雇用量を示す最近の指 

標等にかんがみ、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められ 

ないときに、行われたもの 

④ 次のいずれかに該当する事実が確認されたもの 

・内定取消しの対象となった新規学校卒業者に対して、内定取消しを行わざるを得 

ない理由について十分な説明を行わなかったとき。 

・内定取消しの対象となった新規学校卒業者の就職先の確保に向けた支援を行わな 

かったとき。 

 

４ 事業主が青少年の募集及び採用にあたって講ずべき措置 

採用内定を行うに当たっては、採否の結果を明確に伝えるとともに、確実な採用の

見通しに基づいて行うものとすること。採用内定者に対しては、文書により、採用の

時期、採用条件および内定の取消し事由等を明示するとともに、採用内定者が学校等

を卒業することを採用の条件としている場合についても、内定時にその旨を明示する

よう留意すること。 

さらに、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に

合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効と

されること（※）について十分に留意し、採用内定取消しを防止するため、最大限の

経営努力を行う等あらゆる手段を講ずること。また、やむを得ない事情により採用内

定取消しの対象となった学校等の新規卒業予定者の就職先の確保について最大限の努

力を行うとともに、これらの者からの補償等の要求には誠意を持って対応するものと

すること。 

 

※参考 

採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定の取消しに

は、労働契約法第１６条の解雇権の濫用についての規定が適用されます。 

（労働契約法第１６条） 

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合

は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 

 

 

１５頁 「個人情報の取扱いについて」 
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職業安定法 

第五条の五 

① 公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を

行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労

働者供給を受けようとする者（次項において「公共職業安定所等」という。）は、

それぞれ、その業務に関し、求職者、労働者になろうとする者又は供給される労働

者の個人情報（以下この条において「求職者等の個人情報」という。）を収集し、

保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚

生労働省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を

収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければなら

ない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りで

ない。 

② 公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講

じなければならない。 

 

第四十八条の三 

① 厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報

等提供事業を行う者又は労働者供給事業者が、その業務に関しこの法律の規定又は

これに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保す

るために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善す

るために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

② 厚生労働大臣は、求人者又は労働者供給を受けようとする者が、第五条の三第二項

若しくは第三項の規定に違反しているとき、若しくは第五条の六第三項の規定によ

る求めに対して事実に相違する報告をしたとき、又はこれらの規定に違反して前条

の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反す

るおそれがあると認めるときは、当該求人者又は労働者供給を受けようとする者に

対し、第五条の三第二項若しくは第三項又は第五条の六第三項の規定の違反を是正

するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置を執るべきことを

勧告することができる。 

③ 厚生労働大臣は、労働者の募集を行う者に対し第一項の規定による命令をした場合

又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこ

れに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

厚生労働大臣指針（抄）―求職者等の個人情報の取扱い― 
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（本文） 

第５ 法第５条の５に関する事項（求職者等の個人情報の取扱い）  

１ 個人情報の収集、保管及び使用 

(1) 職業紹介事業者等（注）は、法第五条の五第一項の規定によりその業務の目的

を明らかにするに当たっては、求職者等の個人情報（１及び２において単に「個

人情報」という。）がどのような目的で収集され、保管され、又は使用されるの

か、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に明示すること。 

(2) 職業紹介事業者等は、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、当該目的を明

らかにして個人情報を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはなら

ないこと。ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達

成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りで

ないこと。 

イ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因とな

るおそれのある事項 

ロ 思想及び信条 

ハ 労働組合への加入状況 

(3) 、(4)  省略 

(5) 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保

管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある

場合はこの限りでないこと。 

(6) 職業紹介事業者等 、法第５条の５第１項又は(2)、(3)若しくは㈤の求職者等本

人の同意を得る際には、次に掲げるところによらなければならないこと。 

イ 同意を求める事項について、求職者等が適切な判断を行うことができるよ

う、可能な限り具体的かつ詳細に明示すること。 

ロ 業務の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を収集し、保管し、又は使

用することに対する同意を、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供又は

労働者供給の条件としないこと。 

ハ 求職者等の自由な意思に基づき、本人により明確に表示された同意であるこ

と。 

２ 個人情報の適正な管理 

(1) 職業紹介事業者等は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係

る措置を講ずるとともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明し

なければならないこと。 

イ 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための

措置  

ロ 個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するための措置 
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ハ 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置 

ニ 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除する

ための措置 

(2)、(3)  省略 

(4) 職業紹介事業者、特定募集情報等提供事業者及び労働者供給事業者は、本人が

個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、当該本人に対して不利

益な取扱いをしてはならないこと。 

３ 個人情報の保護に関する法律の遵守等 

１及び２に定めるもののほか、職業紹介事業者等は、個人情報の保護に関する法律

第２条第１１項に規定する行政機関等又は同法第１６条第２項に規定する個人情

報取扱事業者に該当する場合には、それぞれ同法第５章第２節から第４節まで又

は同法第４章第２節に規定する義務を遵守しなければならないこと。 

 

（注）「職業紹介事業者等」には、労働者の募集を行う雇用主も含まれます。 

 

２２頁 「求人申し込み方法（中学校）」 

求人の流れ 関係 

労働基準法 

第五十六条 

① 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、

これを使用してはならない。 

② 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業

に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものに

ついては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に

使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たな

い児童についても、同様とする。 

 

 

 

 

４９頁 「求人申し込み方法（大学・短大等）」 
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「2024（令和６）年度卒業・修了予定者等の就職・採用選考活動に関する要請等につい

て」 関係 

2024（令和６）年度卒業・修了予定者等の就職・採用選考活動に関する要請等について 

⇒別紙３ 参照 

 

７５頁 「労働（労災・雇用）保険加入について」 

（２）「労災保険」とは 関係 

労働災害補償保険法 

第一条 

労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用

される労働者（以下「複数事業労働者」という。）の二以上の事業の業務を要因とす

る事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な

保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働

者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかか

つた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び

衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

第二条 

労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。 

（３）「雇用保険」とは 関係 

雇用保険法 

第一条 

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事

由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受

けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うこと

により、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等そ

の就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用

状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉

の増進を図ることを目的とする。 

 

 

第二条 

① 雇用保険は、政府が管掌する。 
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② 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うことと

することができる。 

（４）特別加入制度とは 関係 

労働災害補償保険法 

第三十三条 

次の各号に掲げる者（第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者で

ある者を除く。）の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に

定めるところによる。 

一 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業（厚生労働省令で定める

事業を除く。第七号において「特定事業」という。）の事業主で徴収法第三十

三条第三項の労働保険事務組合（以下「労働保険事務組合」という。）に同条

第一項の労働保険事務の処理を委託するものである者（事業主が法人その他の

団体であるときは、代表者） 

二 前号の事業主が行う事業に従事する者 

三 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とす

る者 

四 前号の者が行う事業に従事する者 

五 厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者 

六 この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施

の事業（事業の期間が予定される事業を除く。）を行う団体が、当該団体の業

務の実施のため、当該開発途上にある地域（業務災害、複数業務要因災害及び

通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定め

る国の地域を除く。）において行われる事業に従事させるために派遣する者 

七 この法律の施行地内において事業（事業の期間が予定される事業を除く。）を

行う事業主が、この法律の施行地外の地域（業務災害、複数業務要因災害及び

通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定め

る国の地域を除く。）において行われる事業に従事させるために派遣する者

（当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者とし

て派遣する者に限る。） 

 

第三十四条 

① 前条第一号の事業主が、同号及び同条第二号に掲げる者を包括して当該事業につい

て成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤

災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の
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承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで及び第三章の二の規定の適用に

ついては、次に定めるところによる。 

一 前条第一号及び第二号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。 

二 前条第一号又は第二号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかつたと

き、その負傷若しくは疾病についての療養のため当該事業に従事することがで

きないとき、その負傷若しくは疾病が治つた場合において身体に障害が存する

とき、又は業務上死亡したときは、労働基準法第七十五条から第七十七条ま

で、第七十九条及び第八十条に規定する災害補償の事由が生じたものとみな

す。 

三 前条第一号及び第二号に掲げる者の給付基礎日額は、当該事業に使用される労

働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。 

四 前条第一号又は第二号に掲げる者の事故が徴収法第十条第二項第二号の第一種

特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、

当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。これらの者

の業務災害の原因である事故が前条第一号の事業主の故意又は重大な過失によ

つて生じたものであるときも、同様とする。 

② 前条第一号の事業主は、前項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、

同号及び同条第二号に掲げる者を包括して保険給付を受けることができる者としな

いこととすることができる。 

③ 政府は、前条第一号の事業主がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく

厚生労働省令の規定に違反したときは、第一項の承認を取り消すことができる。 

④ 前条第一号及び第二号に掲げる者の保険給付を受ける権利は、第二項の規定による

承認又は前項の規定による第一項の承認の取消しによつて変更されない。これらの

者が同条第一号及び第二号に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。 

 

第三十五条 

① 第三十三条第三号に掲げる者の団体又は同条第五号に掲げる者の団体が、当該団体

の構成員である同条第三号に掲げる者及びその者に係る同条第四号に掲げる者又は

当該団体の構成員である同条第五号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び

通勤災害（これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して

厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害及び複数業務要因災害に限る。）に

関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、

第三章第一節から第三節まで（当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第一

節から第二節の二まで）、第三章の二及び徴収法第二章から第六章までの規定の適

用については、次に定めるところによる。 
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一 当該団体は、第三条第一項の適用事業及びその事業主とみなす。 

二 当該承認があつた日は、前号の適用事業が開始された日とみなす。 

三 当該団体に係る第三十三条第三号から第五号までに掲げる者は、第一号の適用

事業に使用される労働者とみなす。 

四 当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。 

五 前条第一項第二号の規定は、第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に係

る業務災害に関する保険給付の事由について準用する。この場合において、同

号に掲げる者に関しては、前条第一項第二号中「業務上」とあるのは「当該作

業により」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と読み替えるものとす

る。 

六 第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の給付基礎日額は、当該事業と同

種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使

用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額と

する。 

七 第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の事故が、徴収法第十条第二項第

三号の第二種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるとき

は、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができ

る。 

② 一の団体に係る第三十三条第三号から第五号までに掲げる者として前項第三号の規

定により労働者とみなされている者は、同一の種類の事業又は同一の種類の作業に

関しては、他の団体に関し重ねて同号の規定により労働者とみなされることはな

い。 

③ 第一項の団体は、同項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、当該団

体についての保険関係を消滅させることができる。 

④ 政府は、第一項の団体がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労

働省令の規定に違反したときは、当該団体についての保険関係を消滅させることが

できる。 

⑤ 第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の保険給付を受ける権利は、同条第三

号又は第五号に掲げる者が第一項の団体から脱退することによつて変更されない。

同条第三号から第五号までに掲げる者がこれらの規定に掲げる者でなくなつたこと

によつても、同様とする。 

 

 

第三十六条 
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① 第三十三条第六号の団体又は同条第七号の事業主が、同条第六号又は第七号に掲げ

る者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業（事業の

期間が予定される事業を除く。）についての保険関係に基づきこの保険による業務

災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者と

することにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節ま

で及び第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。 

一 第三十三条第六号又は第七号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみ

なす。 

二 第三十四条第一項第二号の規定は第三十三条第六号又は第七号に掲げる者に係

る業務災害に関する保険給付の事由について、同項第三号の規定は同条第六号

又は第七号に掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、

同項第二号中「当該事業」とあるのは、「第三十三条第六号又は第七号に規定

する開発途上にある地域又はこの法律の施行地外の地域において行われる事

業」と読み替えるものとする。 

三 第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の事故が、徴収法第十条第二項第三号

の二の第三種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるとき

は、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができ

る。 

② 第三十四条第二項及び第三項の規定は前項の承認を受けた第三十三条第六号の団体

又は同条第七号の事業主について、第三十四条第四項の規定は第三十三条第六号又

は第七号に掲げる者の保険給付を受ける権利について準用する。この場合におい

て、これらの規定中「前項の承認」とあり、及び「第一項の承認」とあるのは「第

三十六条第一項の承認」と、第三十四条第二項中「同号及び同条第二号に掲げる者

を包括して」とあるのは「同条第六号又は第七号に掲げる者を」と、同条第四項中

「同条第一号及び第二号」とあるのは「第三十三条第六号又は第七号」と読み替え

るものとする。 

 

第三十七条 

この章に定めるもののほか、第三十三条各号に掲げる者の業務災害、複数業務要因

災害及び通勤災害に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 
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（５）年度更新とは 関係 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 

第十五条 

① 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他

厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の六月一日か

ら四十日以内（保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関

係が成立した日（保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事

業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項

の承認があつた事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が

あつた日）から五十日以内）に納付しなければならない。 

一 次号及び第三号の事業以外の事業にあつては、その保険年度に使用するすべて

の労働者（保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関

係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者）に係

る賃金総額（その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨て

る。以下同じ。）の見込額（厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保

険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額）に当該事業についての第十

二条の規定による一般保険料に係る保険料率（以下「一般保険料率」とい

う。）を乗じて算定した一般保険料 

二 労災保険法第三十四条第一項の承認に係る事業又は労災保険法第三十六条第一

項の承認に係る事業にあつては、次に掲げる労働保険料 

イ 労災保険法第三十四条第一項の承認に係る事業（ハの事業を除く。）にあ

つては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前

号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における第十三

条の厚生労働省令で定める額の総額（その額に千円未満の端数があるとき

は、その端数は、切り捨てる。以下同じ。）の見込額（厚生労働省令で定

める場合にあつては、直前の保険年度における同条の厚生労働省令で定め

る額の総額。ハにおいて同じ。）に当該事業についての第一種特別加入保

険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料 

ロ 労災保険法第三十六条第一項の承認に係る事業（ハの事業を除く。）にあ

つては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前

号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における前条第

一項の厚生労働省令で定める額の総額（その額に千円未満の端数があると

きは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。）の見込額（厚生労働省令で

定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定
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める額の総額。ハにおいて同じ。）に当該事業についての第三種特別加入

保険料率を乗じて算定した第三種特別加入保険料 

ハ 労災保険法第三十四条第一項の承認及び労災保険法第三十六条第一項の承

認に係る事業にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の

見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料並びにその保険

年度における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額について

イの規定の例により算定した第一種特別加入保険料及び前条第一項の厚生

労働省令で定める額の総額の見込額についてロの規定の例により算定した

第三種特別加入保険料 

三 労災保険法第三十五条第一項の承認に係る事業にあつては、その保険年度にお

ける第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額（その額に千円未満の端

数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。）の見込額（厚生労働

省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で

定める額の総額）に当該事業についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定

した第二種特別加入保険料 

② 有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保

険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に

添えて、保険関係が成立した日（当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険

法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、

当該承認があつた日）から二十日以内に納付しなければならない。 

一 前項第一号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間に使用するすべての

労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算

定した一般保険料 

二 前項第二号イの事業にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額

の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び労災保険法第

三十四条第一項の承認に係る全期間における第十三条の厚生労働省令で定める

額の総額の見込額に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定

した第一種特別加入保険料 

三 前項第三号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間における第十四条第

一項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に当該事業についての第二種特

別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料 

③ 政府は、事業主が前二項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤り

があると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 

④ 前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定に

より政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働
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保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受

けた日から十五日以内に納付しなければならない。 

 

第十九条 

① 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定め

る事項を記載した申告書を、次の保険年度の六月一日から四十日以内（保険年度の

中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日（保険年度

の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別

加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認が取り消され

た事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された

日。第三項において同じ。）から五十日以内）に提出しなければならない。 

一 第十五条第一項第一号の事業にあつては、その保険年度に使用したすべての労

働者（保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、そ

の保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用したすべての労

働者）に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一

般保険料 

二 第十五条第一項第二号の事業にあつては、次に掲げる労働保険料 

イ 第十五条第一項第二号イの事業にあつては、その使用したすべての労働者

に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びそ

の保険年度における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業

についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険

料 

ロ 第十五条第一項第二号ロの事業にあつては、その使用したすべての労働者

に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びそ

の保険年度における第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額の総額

に当該事業についての第三種特別加入保険料率を乗じて算定した第三種特

別加入保険料 

ハ 第十五条第一項第二号ハの事業にあつては、その使用したすべての労働者

に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料並びに

その保険年度における第十三条の厚生労働省令で定める額の総額について

イの規定の例により算定した第一種特別加入保険料及びその保険年度にお

ける第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額の総額についてロの規

定の例により算定した第三種特別加入保険料 

三 第十五条第一項第三号の事業にあつては、その保険年度における第十四条第一

項の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第二種特別加入保険

料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料 
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② 有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保

険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、保険関係が消滅し

た日（当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第三十四条第一項の承認が取り消

された事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。

次項において同じ。）から五十日以内に提出しなければならない。 

一 第十五条第一項第一号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間に使用し

たすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて

算定した一般保険料 

二 第十五条第一項第二号イの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係

る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び労災保険法

第三十四条第一項の承認に係る全期間における第十三条の厚生労働省令で定め

る額の総額に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第

一種特別加入保険料 

三 第十五条第一項第三号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間における

第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第二種

特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料 

③ 事業主は、納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはそ

の不足額を、納付した労働保険料がないときは前二項の労働保険料を、前二項の申

告書に添えて、有期事業以外の事業にあつては次の保険年度の六月一日から四十日

以内（保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅

した日から五十日以内）に、有期事業にあつては保険関係が消滅した日から五十日

以内に納付しなければならない。 

④ 政府は、事業主が第一項又は第二項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の

記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知

する。 

⑤ 前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定に

より政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働

保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受

けた日から十五日以内に納付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める

要件に該当する場合は、この限りでない。 

⑥ 事業主が納付した労働保険料の額が、第一項又は第二項の労働保険料の額（第四項

の規定により政府が労働保険料の額を決定した場合には、その決定した額。以下

「確定保険料の額」という。）をこえる場合には、政府は、厚生労働省令で定める



 

20 

 

ところにより、そのこえる額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険

料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する。 

（７）賃金とは 関係 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 

第二条 

① （省略） 

② この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問

わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの（通貨以外のもので支払われ

るものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。）をいう。 

③ 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働

大臣が定める。 

④ （省略） 

 

７６頁 「労働基準法」 

（１）労働条件の明示（第１５条） 関係 

労働基準法 

第十五条 

① 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条

件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項

その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により

明示しなければならない。 

② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者

は、即時に労働契約を解除することができる。 

③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内

に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 
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（２）労働基準法違反の契約（第１３条） 関係 

労働基準法 

第十三条 

この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について

は無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準に

よる。 

（３）労働契約期間（第１４条） 関係 

労働基準法 

第十四条 

① 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定め

るもののほかは、三年（次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五

年）を超える期間について締結してはならない。 

一 専門的な知識、技術又は経験（以下この号及び第四十一条の二第一項第一号に

おいて「専門的知識等」という。）であつて高度のものとして厚生労働大臣が

定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者（当該高度の専門的知識等

を必要とする業務に就く者に限る。）との間に締結される労働契約 

二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約（前号に掲げる労働契約を

除く。） 

② 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満

了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使

用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項に

ついての基準を定めることができる。 

③ 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対

し、必要な助言及び指導を行うことができる。 

（４）賃金（第２４条） 関係 

労働基準法 

第二十四条 

① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法

令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金につい

て確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外

のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過

半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労
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働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合に

おいては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 

② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨

時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金

（第八十九条において「臨時の賃金等」という。）については、この限りでない。 

 

第二十六条 

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当

該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 

（５）法定労働時間（第３２条） 関係 

労働基準法 

第三十二条 

① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させ

てはならない。 

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時

間を超えて、労働させてはならない。 

 

第三十二条の二 

① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において

はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者

の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ず

るものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第

一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定め

により、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二

項の労働時間を超えて、労働させることができる。 

② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出な

ければならない。 

 

第三十二条の三 

① 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終

業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の

労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の

過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との

書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算
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期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の

労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同

項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることが

できる。 

一 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働

者の範囲 

二 清算期間（その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労

働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、三箇月以内の期間に

限るものとする。以下この条及び次条において同じ。） 

三 清算期間における総労働時間 

四 その他厚生労働省令で定める事項 

② 清算期間が一箇月を超えるものである場合における前項の規定の適用については、

同項各号列記以外の部分中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超え

ず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後一箇月ごとに区分した各期間（最後に

一箇月未満の期間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。）ごとに

当該各期間を平均し一週間当たりの労働時間が五十時間を超えない」と、「同項」

とあるのは「同条第一項」とする。 

③ 一週間の所定労働日数が五日の労働者について第一項の規定により労働させる場合

における同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分（前項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）中「第三十二条第一項の労働時間」とあるの

は「第三十二条第一項の労働時間（当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組

合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない

場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働時間

の限度について、当該清算期間における所定労働日数を同条第二項の労働時間に乗

じて得た時間とする旨を定めたときは、当該清算期間における日数を七で除して得

た数をもつてその時間を除して得た時間）」と、「同項」とあるのは「同条第一項」

とする。 

④ 前条第二項の規定は、第一項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。た

だし、清算期間が一箇月以内のものであるときは、この限りでない。 

 

第三十二条の四 

① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において

はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者

の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたとき

は、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められ
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た期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当

該協定（次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。）で定め

るところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日に

おいて同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 

一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働

者の範囲 

二 対象期間（その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範

囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るもの

とする。以下この条及び次条において同じ。） 

三 特定期間（対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同

じ。） 

四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間（対象期間を一箇月以

上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間の

うち当該対象期間の初日の属する期間（以下この条において「最初の期間」と

いう。）における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間

を除く各期間における労働日数及び総労働時間） 

五 その他厚生労働省令で定める事項 

② 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の

期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の

初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合

がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場

合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めると

ころにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及

び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働

時間を定めなければならない。 

③ 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間にお

ける労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間（第一

項の協定で特定期間として定められた期間を除く。）及び同項の協定で特定期間と

して定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができ

る。 

④ 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。 

 

  



 

25 

 

（６）時間外労働の取り決め 関係 

労働基準法 

第三十六条 

① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において

はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者

の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによ

りこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで

若しくは第四十条の労働時間（以下この条において「労働時間」という。）又は前

条の休日（以下この条において「休日」という。）に関する規定にかかわらず、そ

の協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることがで

きる。 

② 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができるこ

ととされる労働者の範囲 

二 対象期間（この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させること

ができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号にお

いて同じ。） 

三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合 

四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を

延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数 

五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚

生労働省令で定める事項 

③ 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業

務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲

内において、限度時間を超えない時間に限る。 

④ 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間（第

三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規

定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について

三百二十時間）とする。 

⑤ 第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通

常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間

を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して

労働させ、及び休日において労働させることができる時間（第二項第四号に関して

協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。）並びに一年について労働時間を
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延長して労働させることができる時間（同号に関して協定した時間を含め七百二十

時間を超えない範囲内に限る。）を定めることができる。この場合において、第一

項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させ

る時間が一箇月について四十五時間（第三十二条の四第一項第二号の対象期間とし

て三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇

月について四十二時間）を超えることができる月数（一年について六箇月以内に限

る。）を定めなければならない。 

⑥ 使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又

は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該

各号に定める要件を満たすものとしなければならない。 

一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日に

ついて労働時間を延長して労働させた時間 二時間を超えないこと。 

二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時

間 百時間未満であること。 

三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇

月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間におけ

る労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当

たりの平均時間 八十時間を超えないこと。 

⑦ 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第一項

の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働

時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福

祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。 

⑧ 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該

協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の

指針に適合したものとなるようにしなければならない。 

⑨ 行政官庁は、第七項の指針に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労

働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 

⑩ 前項の助言及び指導を行うに当たつては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮

しなければならない。 

⑪ 第三項から第五項まで及び第六項（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定

は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。 
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第三十七条 

① 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に

労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時

間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定

める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長

して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超え

た時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算し

た割増賃金を支払わなければならない。 

② 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮し

て定めるものとする。 

③ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労

働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表す

る者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべ

き労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払わ

れる休暇（第三十九条の規定による有給休暇を除く。）を厚生労働省令で定めると

ころにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したと

きは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取

得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同

項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。 

④ 使用者が、午後十時から午前五時まで（厚生労働大臣が必要であると認める場合に

おいては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで）の間

において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間

の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならな

い。 

⑤ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生

労働省令で定める賃金は算入しない。 

（７）休憩時間（第３４条） 関係 

労働基準法 

第三十四条 

① 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を

超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければ

ならない。 
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② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者

の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数

で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面に

よる協定があるときは、この限りでない。 

③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 

（８）年次有給休暇（第３９条） 関係 

労働基準法 

第三十九条 

① 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出

勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければ

ならない。 

② 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算し

て六箇月を超えて継続勤務する日（以下「六箇月経過日」という。）から起算した

継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から

起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇

を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごと

に区分した各期間（最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間）の初日の前

日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、

当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 

六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 

一年 一労働日 

二年 二労働日 

三年 四労働日 

四年 六労働日 

五年 八労働日 

六年以上 十労働日 

③ 次に掲げる労働者（一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を

除く。）の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定

による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚
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生労働省令で定める日数（第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」とい

う。）と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数

との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。 

一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ない

ものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者 

二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年

間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を

一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考

慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者 

④ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労

働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表す

る者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に

掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したとき

は、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、こ

れらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休

暇を与えることができる。 

一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲 

二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数（五日以内

に限る。） 

三 その他厚生労働省令で定める事項 

⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければな

らない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨

げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 

⑥ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において

はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者

の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定に

よる有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休

暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定め

により有給休暇を与えることができる。 

⑦ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇（これらの規定により使用

者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るもの

に限る。以下この項及び次項において同じ。）の日数のうち五日については、基準

日（継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間（最後に一年

未満の期間を生じたときは、当該期間）の初日をいう。以下この項において同

じ。）から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなけ
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ればならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休

暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。 

⑧ 前項の規定にかかわらず、第五項又は第六項の規定により第一項から第三項までの

規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数（当該日

数が五日を超える場合には、五日とする。）分については、時季を定めることによ

り与えることを要しない。 

⑨ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定に

よる有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところ

により、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常

の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織

する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働

組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定によ

り、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法（大正十一年法律第七

十号）第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額（その

金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数

があるときは、これを十円に切り上げるものとする。）又は当該金額を基準として

厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これ

によらなければならない。 

⑩ 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に

規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の

女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用

については、これを出勤したものとみなす。 

（９）休日（第 35 条） 関係 

労働基準法 

第三十五条 

① 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 

② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しな

い。 
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（１０）健康管理・安全衛生教育（労働安全衛生規則第 43 条、同規則第 35 条） 関係 

労働安全衛生規則 

第三十五条 

① 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働

者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は

衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第二

条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項

についての教育を省略することができる。 

一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。 

二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関する

こと。 

三 作業手順に関すること。 

四 作業開始時の点検に関すること。 

五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。 

六 整理、整頓とん及び清潔の保持に関すること。 

七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。 

八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な 

事項 

② 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有し

ていると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することが

できる。 

（１２）年少者（18 歳未満）に関する規制 

労働基準法 

第五十六条 

① 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、

これを使用してはならない。 

② 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業

に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものに

ついては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に

使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たな

い児童についても、同様とする。 

 

 

第五十八条 
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① 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。 

② 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める

場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。 

 

第六十一条 

① 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用し

てはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、

この限りでない。 

② 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期

間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。 

③ 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規

定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五

時三十分から労働させることができる。 

④ 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休

日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若

しくは電話交換の業務については、適用しない。 

⑤ 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童につい

ては、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及

び午前六時とする。 

 

第六十二条 

① 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な

部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置

にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーン

の運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省

令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。 

② 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材

料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しく

じんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する

場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な

場所における業務に就かせてはならない。 

③ 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。 

 

第六十三条 
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使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。 

（１３）女性の労働基準 関係 

労働基準法 

第六十四条の三 

① 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性（以下「妊産婦」とい

う。）を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊

産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。 

② 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害で

ある業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することがで

きる。 

③ 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはな

らない者の範囲は、厚生労働省令で定める。 

（１４）就業規則 関係 

労働基準法 

第八十九条 

① 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作

成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合におい

ても、同様とする。 

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて

交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 

二 賃金（臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及び支

払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 

三 退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手

当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 

四 臨時の賃金等（退職手当を除く。）及び最低賃金額の定めをする場合において

は、これに関する事項 

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、こ

れに関する事項 

六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関

する事項 
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九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 

十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めを

する場合においては、これに関する事項 

 

第九十条 

① 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組

織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労

働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければな

らない。 

② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付

しなければならない。 

 

第九十二条 

① 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならな

い。 

② 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 

 

８２頁 「労働契約法」 

 

労働契約法 

第三条 

① 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は

変更すべきものとする。 

② 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結

し、又は変更すべきものとする。 

③ 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変

更すべきものとする。 

④ 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行

使し、及び義務を履行しなければならない。 

⑤ 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用する

ことがあってはならない。 

第四条 
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① 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解

を深めるようにするものとする。 

② 労働者及び使用者は、労働契約の内容（期間の定めのある労働契約に関する事項を

含む。）について、できる限り書面により確認するものとする。 

 

第五条 

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働す

ることができるよう、必要な配慮をするものとする。 

 

第六条 

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支

払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。 

 

第七条 

労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件

が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容

は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約におい

て、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分につ

いては、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。 

 

第八条 

労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更する

ことができる。 

 

第九条 

使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の

不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条

の場合は、この限りでない。 

 

第十条 

使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規

則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、

労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉

の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、

労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるも

のとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっ
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ては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当す

る場合を除き、この限りでない。 

 

第十一条 

就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第

八十九条及び第九十条の定めるところによる。 

 

第十二条 

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について

は、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準

による。 

 

第十三条 

就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第七

条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間

の労働契約については、適用しない。 

 

第十四条 

使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、そ

の必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用

したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。 

 

第十五条 

使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係

る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を

欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとし

て、当該懲戒は、無効とする。 

 

 

第十六条 

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合

は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 

 

 

 

第十七条 



 

37 

 

① 使用者は、期間の定めのある労働契約（以下この章において「有期労働契約」とい

う。）について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了す

るまでの間において、労働者を解雇することができない。 

② 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的

に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復し

て更新することのないよう配慮しなければならない。 

 

第十八条 

① 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約（契約期間の始期の到来前

のものを除く。以下この条において同じ。）の契約期間を通算した期間（次項にお

いて「通算契約期間」という。）が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現

に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日

の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたとき

は、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込み

に係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期

労働契約の内容である労働条件（契約期間を除く。）と同一の労働条件（当該労働

条件（契約期間を除く。）について別段の定めがある部分を除く。）とする。 

② 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使

用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの

契約期間のいずれにも含まれない期間（これらの契約期間が連続すると認められる

ものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない

期間を除く。以下この項において「空白期間」という。）があり、当該空白期間が

六月（当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間（当該一の有期

労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当

該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。）

が一年に満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を

乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間）以上であるときは、当該

空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。 

 

第十九条 

有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日

までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間

の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該

申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
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認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一

の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。 

一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その

契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契

約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解

雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させるこ

とと社会通念上同視できると認められること。 

二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約

が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認

められること。 

 



公正採用選考人権啓発推進員 選任（異動）報告書 

          年   月   日 

       公共職業安定所長 殿 

（ 郵 便 番 号 ）              －               

（ 所 在 地 ）                                             

（ 事 業 所 名 ）                                             

（代表者氏名）                                             

（ 電  話 ）     （           ）         －              

（事業の種類）                                             

（常時雇用する労働者数）                                             

公正採用選考人権啓発推進員を下記のとおり選任（異動）しました

ので、報告します。 

記 

推  進  員  氏  名    

役  職  又  は  職  務   

選任（異動）年月日 

      年     月     日 

（ 選任 ・ 異動選任 ） 

 該当する方を○で囲んでください。 

備            考 

①  今回新たに推進員を選任 

②  選任届出をしている者が異動により、上記の者を選任 

③  事業所移転等により、選任届出の必要がある場合 

（注）上記備考欄の番号に該当するものに○印を付してください。 

※ なお、推進員に異動があった場合は、その都度、事業所管轄のハローワークへ

提出されますようお願いします。 

                                      20230518 
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新規学校卒業者の採用に関する指針 
 

 

１ 趣 旨 
 新規学校卒業者の就職は、学校生活から新たに職業生活に入る人生の大きな転機となる

ものであり、それが適切に行われるかどうかによって、その将来を左右することにもなる

ものである。しかし、新規学校卒業者は、職業や職場に関する知識・経験に乏しく、適切

な職業選択と円滑な就職を行うためには、関係者の助言、援助を必要とする。 
 また、最近、学生・生徒に大きな打撃と不安を与える採用内定取消し及び入職時期繰下

げといった重大な事態が発生し、新規学校卒業者の就職に大きな影響を与えている。 
 この指針は、このような状況を踏まえ、新規学校卒業者の採用に関する秩序を確立し、

その円滑な就職を促進することを目的として、新規学校卒業者を採用しようとする事業主

が考慮すべき事項を定めたものである。 
 
２ 事業主が考慮すべき事項 

(1) 適正な募集・採用計画の立案 
学生・生徒にとって、就職は、職業生活の第一歩を踏み出すことになる重要なもので

あり、就職先の決定に当たっては、慎重な検討と多くの関係者の援助が必要とされるも

のである。 
一方、企業にとっても、新規学校卒業者は、長期的に企業活動を支えることを期待さ

れている人材であり、その採用は重要な意義を持つものである。 
このため、事業主は、募集・採用計画の立案に当たり、次の事項について考慮すべき

である。 
 

① 事業主は、募集・採用計画の立案に当たっては、毎年の募集・採用数の大幅な変動

ができるだけ生じないよう、入職後の人材育成等雇用管理面にも配慮しつつ、中長期

的な人事計画等に基づいて、必要な人材を真に必要なだけ採用する方針を確立するよ

う努めるものとする。 
 
② 事業主は、当該年度の具体的な募集・採用計画の立案に当たり、中長期的な人事計

画等の下、企業の人員構成、職場における要員の過不足の状態等を十分見極めた上で、

募集・採用計画数を決定するよう努めるものとする。 
 
③ 事業主は、募集・採用計画数の決定に当たり、「若干名」、「○○人以内」等不明確

な表現、実際の採用計画数を超えた人数による募集等は避け、採用人数を明確にする

よう努めるものとする。 
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(2)  募集・採用活動 

     新規学校卒業者の募集・採用活動が無秩序に行われた場合、学生・生徒の学業に支障

を生じる外、特定の学校等に求人が集中し、就職の機会が制限される可能性があること

及び学生・生徒の就職活動も無秩序化し、重複内定を誘発しやすい環境をつくり出すこ

とといった問題が発生することが懸念される。 
    また、企業の募集・採用計画の内容及び募集・採用予定人員は、学生・生徒が就職先

を決定するに当たって、重要な判断材料となるものであり、安易な募集の中止又は募集

人員の削減は、円滑な就職の妨げとなるものである。 
      このため、事業主は、募集・採用活動の実施に当たり、次の事項について考慮すべき

である。 
 
① 事業主は、募集・採用活動を実施するに当たり、多くの学生・生徒に募集・採用の

周知を図り、広く応募の機会が確保されるよう配慮するとともに、職務内容、労働条

件等求人内容の情報を正確に学生・生徒に提供するよう努めるものとする。 
 
② 事業主は、採用選考を行うに当たっては、学生・生徒の適性、能力に基づき適正に

実施するよう努めるものとする。 
 
③ 事業主は、募集・採用活動を実施するに当たっては、学生・生徒の就職活動の無秩

序化による重複内定が誘発されないためにも、定められた採用選考開始の期日を遵守

する等秩序を保つよう努めるものとする。 
 
④ 事業主は、募集の中止又は募集人員の削減を行おうとする場合には、公共職業安定

所へあらかじめ通知するものとする。 
       ただし、大学、短大、高等専門学校、専修学校、公共職業能力開発施設及び職業能

力開発大学校を新たに卒業しようとする者に係る募集人員の削減に係る通知は、これ

らの募集人員の合計を、当初の募集人員の合計より 30 人以上かつ 3 割以上減じよう

とする場合に限るものとする。 
 
(3) 採用内定 

     採用内定は、学生・生徒にとっては、その企業への採用が保証されたものとして、当

該企業を信頼して、他の企業を選択する権利を放棄するものであることから、採用内定

は重大な意義を持つものである。 
     このため、事業主は、採用内定を行うに当たり、次の事項について考慮すべきである。 

 
① 事業主は、採否の結果を学生・生徒に対して明確に伝えるものとする。 
 
② 事業主は、採用内定を行う場合には、確実な採用の見通しに基づいて行うものとし、



採用内定者に対しては、文書により、採用の時期、採用条件及び採用内定期間中の権

利義務関係を明確にする観点から取消し事由等を明示するものとする。 
 
③ 採用内定は、法的にも、一般には、当該企業の例年の入社時期を就労の始期とする

労働契約が成立したと認められる場合が多いことについて、事業主は十分に留意する

ものとする。 
 

(4) 採用内定取消し等の防止 

     新規学校卒業者に対しての事業主の一方的な都合による採用内定取消し及び入職時

期の繰下げは、その円滑な就職を妨げるものであり、特に、採用内定取消しについては

対象となった学生及び生徒本人並びに家族に計り知れないほどの打撃と失望を与える

とともに、社会全体に対しても大きな不安を与えるものであり、決してあってはならな

い重大な問題である。 
     このため、事業主は、次の事項について十分考慮すべきである。 

 
① 事業主は、採用内定を取り消さないものとする。 
 
② 事業主は、採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手

段を講ずるものとする。 
      なお、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合

理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効とさ

れることについて、事業主は十分に留意するものとする。 
 
③ 事業主は、やむを得ない事情により、どうしても採用内定取消し又は入職時期繰下

げを検討しなければならない場合には、あらかじめ公共職業安定所に通知するととも

に、公共職業安定所の指導を尊重するものとする。この場合、解雇予告について定め

た労働基準法第20条及び休業手当について定めた同法第26条等関係法令に抵触する

ことのないよう十分留意するものとする。 
      なお、事業主は、採用内定取消しの対象となった学生・生徒の就職先の確保につい

て最大限の努力を行うとともに、採用内定取消し又は入職時期繰下げを受けた学生・

生徒から補償等の要求には誠意を持って対応するものとする。 
 
 



別添２ 

令和５年４月 10 日 

 

経済団体・業界団体等の長 殿（団体名、長の役職を記載） 

 

 

 

 

 

 

2024（令和６）年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等について 

 

我が国の持続的な発展のためには、若者の人材育成が不可欠であり、学生が学業に

専念し、安心して就職活動に取り組める環境をつくることが重要です。 

しかしながら、近年、学生の就職活動は、早期化・長期化する傾向にあることに加

え、就職・採用活動の開始日より前にインターンシップ等と称して実質的な採用選考

活動が実施されるなどの事態が生じているほか、就職活動を行う学生に対するハラス

メントが問題となっています。これらは、学生に混乱をもたらすとともに、学業に専

念する機会や、安心して就職活動に取り組める環境を大きく損なうものです。 

また、2024 年度卒業・修了予定者に対し、採用と大学教育の未来に関する産学協議

会の整理に基づいたインターンシップ等が開始されるようになるなど、学生の就職・

採用活動に関する新たな取組も進んでいます。 

こうした状況を踏まえ、政府として「2024（令和６）年度卒業・修了予定者等の就

職・採用活動に関する要請事項」を別紙１のとおり取りまとめました。就職・採用活

動の円滑な実施及び学生が学業に専念できる環境の確保のためには、足並みを揃えた

取組が必要です。本要請事項の趣旨を御理解いただき、加盟各企業等に対し、周知し

ていただくとともに、本要請への御協力をお願い申し上げます。 

なお、2025（令和７）年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動について、専門性

の高い人材に関する採用日程の弾力化も含め、政府・経済界・大学で検討を重ね、合

意形成に努めてきました。その検討結果について、別紙２のとおり取りまとめたとこ

ろであり、十分な周知及び準備期間が必要となることから、今般お示しすることとし

ます。なお、対象は、今般の要請の対象となる学生のさらに１年後からであり、正式

には、2023 年度末頃に要請する予定です。 

 

 

 

内 閣 官 房 内 閣 審 議 官 

文 部 科 学 省 高 等 教 育 局 長 

厚 生 労 働 省 人 材 開 発 統 括 官 

経済産業省経済産業政策局長 
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（アンケート） 

 別紙の要請事項の周知状況等を把握するため、本年夏頃、アンケートを別途実施す

るので、御協力をお願い申し上げます。 



1 
 

 

 

2024（令和６）年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項 

 

 

 就職・採用活動の円滑な実施に加え、学生が学業に専念できる環境を確保するため、2024( 

令和６)年度（2025（令和７）年３月）に卒業・修了予定の学生 1を対象とした就職・採用

活動について、政府として就職・採用活動を行う主体 2に対し、以下の各項目の枠内の事項

について、広く要請します。 

 

１．就職・採用活動の日程 

我が国の持続的な発展のためには、若者の人材育成が不可欠であり、学生が学業等に

専念し、安心して就職活動に取り組める環境をつくることが重要です。 

しかしながら、通常の学事日程に配慮して定められた広報活動の開始日（卒業・修了年

度に入る直前の３月１日）及び採用選考活動の開始日（卒業・修了年度の６月１日）より

も前に、それらの活動が行われることで、広報活動及び採用選考活動が一部で早期化し、

学生の就職活動期間は長期化する傾向を示しています 3。 

こうした事態は、学生に混乱をもたらすとともに、学生が学修時間等を確保しながら

安心して就職活動に取り組める環境を損なっています。 

 

① 就職・採用活動の日程 

 広報活動開始： 卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降 

 採用選考活動開始： 卒業・修了年度の６月１日以降 

 正式な内定日： 卒業・修了年度の 10月１日以降 

② 広報活動の開始期日より前に行う活動は、不特定多数に向けた一般的なもの 4に

とどめ、学生の個人情報の取得や個人情報を活用した広報・採用選考活動は行わな

いこと 5。 

③ 広報活動の実施に当たっては、その後の採用選考活動に影響を与えるものではな

いことを十分に周知 6すること。 

 

なお、多様な人材の活躍を促進する観点から、通年採用や経験者採用の導入・拡大など、

採用方法の多様化を一層推進していくことを期待します 7。 

                                                   
1 日本国内の大学、大学院修士課程、短期大学、高等専門学校の卒業・修了予定者が対象であり、大学院博士

課程（後期）に在籍している院生はこの限りではありません。 
2 採用を予定する企業のみならず、学生の就職支援サービスに関わるすべての民間企業・団体も含みます。 
3 内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」（2022（令和４）年 11 月） 
4 例えば、ホームページにおける文字や写真、動画などを活用した情報発信、文書や冊子等の文字情報による

ＰＲなどです。 
5 広報活動のスケジュールを事前に公表することは差し支えありません。 
6 例えば、広報活動を行う際の告知・募集の段階と実施時の段階の双方において、当該活動が広報活動として

行われる旨を、ホームページや印刷物への明記、会場での掲示、口頭による説明などの方法によって、学生

に周知徹底するなどです。 
7 日本経済団体連合会「2023 年版経営労働政策特別委員会報告」でも採用方法の多様化が推奨されています。 

（別紙１） 
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【用語の定義】 

○ 広報活動とは、採用を目的として、業界情報、企業情報、新卒求人情報等を学生

に対して広く発信していく活動をいう。その開始期日の起点は、自社の採用サイト

あるいは求人広告会社や就職支援サービス会社の運営するサイト等で学生の登録を

受け付けるプレエントリーの開始時点とする。 

○ 採用選考活動とは、一定の基準に照らして学生を選抜することを目的とした活動

をいう。具体的には、選考の意思をもって学生の順位付け又は選抜を行うもの、あ

るいは、当該活動に参加しないと選考のための次のステップに進めないものであり、

こうした活動のうち、時間と場所（オンラインを含む。）を特定して学生を拘束して

行う面接や試験などの活動をいう 8。 

 

２．学事日程等への配慮 

学生の就職活動期間が長期化すると、学修時間等の確保に影響を与えます。採用選考

活動は、広報活動とは異なり、日程や場所等の決定に関して学生に裁量が与えられてい

るものではないため、学生の負担軽減・学修時間の確保・学事日程等に十分に配慮する必

要があります。 

①  面接や試験の実施に際して、土日・祝日、平日の夕方以降の時間帯、長期休暇期

間等を活用するとともに、学生の健康状態に配慮すること 9。 

② 学生の授業、ゼミ、実験、試験、教育実習などの時間と重ならないよう、採用選

考活動の日時を設定すること。 

③ 採用選考活動の対象となる学生に対して、事前に余裕をもって連絡を行うこと。 

④ 学生のクールビズ 10等への配慮を行うとともに、その旨を積極的に学生に対して

周知すること。 

⑤ 上記①～④のほか、学生から個別事情の申し出がある場合、それらに十分配慮し

ながら採用選考活動を実施すること。 

 

３．インターンシップの取扱い 

インターンシップについては、産学協議会 11における 2021年度報告書「産学協働によ

る自律的なキャリア形成の推進」12における整理を踏まえ、政府においても「インターン

                                                   
8 エントリーシートの提出、ウェブテストやテストセンターの受検などによる事前スクリーニングは、日

程・場所等に関して学生に大幅な裁量が与えられていることから、上記の採用選考活動とは区別します。 
9 翌日の学業やレポートの作成等に影響がないように配慮するとともに、働き方改革の観点から、採用担当

者の労務管理についても御留意願います。 
10 政府としては、平成 17年からクールビズ（冷房温度の適正化とその温度に適した軽装や取組など）を推

進しており、各企業においては、業界の実態等に照らして、御協力をお願いいたします。 
11 日本経済団体連合会と大学関係団体等の代表者により構成される「採用と大学教育の未来に関する産学協

議会」 
12 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 2021年度報告書(2022年４月 18日公表) 
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シップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え

方」13を改正し、2024年度以降の卒業・修了予定者については、就職・採用活動開始日 14

以降に限って、一定の要件を満たした質の高いインターンシップで取得した学生情報を

活用できることとなりました。 

一方で、インターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組（以下、「インタ

ーンシップ等」という。）を契機として、本要請でお願いしている日程より前に実質的な

採用選考活動が行われる事例、通常の学事日程を考慮しないインターンシップ等が実施

されることにより、学生が学修時間等を確保しながら就職活動に取り組める環境が損な

われる事態も生じています。 

  こうしたことから、産学の共通理解に基づくインターンシップ等を実施することが重

要です。 

 

〇 産学協議会 2021年度報告書「産学協働による自律的なキャリア形成の推進」に

おけるインターンシップ等の類型や「インターンシップを始めとする学生のキャ

リア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」を踏まえ、適切なイ

ンターンシップ等を行うこと。主な内容は下記のとおり。 

・ キャリア形成支援における産学協働の取組 15のうち、タイプ１（オープン・カ

ンパニー）、タイプ２（キャリア教育）は、「インターンシップ」には該当しない

ため、インターンシップと称して行ったり情報発信したりしないこと。 

・ インターンシップに参加できる学生数は限られており、就職活動予定者の一部

しか参加できないことが想定されるため、インターンシップ参加経験のない者で

あっても、採用選考へのエントリーは可能であることを十分に周知すること。 

・ インターンシップで取得した学生情報を就職・採用活動に活用できるのは、一

定の要件 16を満たしたタイプ３のものに限られ、そのようなインターンシップに
                                                   
13 文部科学省・厚生労働省・経済産業省の連名、平成９年９月 18 日策定。令和４年６月 13 日最終改正。 
14 広報活動は卒業・修了年度に入る直前の３月１日、採用選考活動は卒業・修了年度の６月１日 
15 以下の 4 つのタイプに分類。 

①タイプ１（オープン・カンパニー）：企業・就職情報会社や大学キャリアセンターが主催するイベン

ト・説明会、セミナー・職場見学会等 
②タイプ２（キャリア教育）：大学等が主導する授業・産学協働プログラム（正課・正課外を問わない）、

企業がＣＳＲとして実施するプログラム等。 
③タイプ３（汎用的能力・専門活用型インターンシップ）：一定の期間（汎用的能力活用型では５日間以

上、専門活用型では２週間以上）、就業体験を伴うもので、学生にとってはその仕事に就く能力が自ら

に備わっているか見極め、企業にとっては学生の評価材料を取得するもの。 
④タイプ４（高度専門型インターンシップ）：就業体験を通じて、学生にとっては実践力を向上させ、企

業にとっては学生の評価材料を取得するもので、ジョブ型研究インターンシップ（試行中）、高度な専

門性を重視した修士課程学生向けインターンシップ(検討中) が該当。 
16 以下の５つの要件。 

①インターンシップ実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験（テレワークが常態化している場合

はテレワークも含む。）に充てること 

②職場の社員が学生を指導し、終了後にフィードバックを行うこと 

③汎用的能力活用型では５日間以上、専門能力活用型では２週間以上をかけて実施すること 

④学業との両立の観点から、学部３年・４年ないし修士１年・2年の長期休暇期間に実施すること（但

し、大学正課および大学院博士課程（後期）はこの限りでありません。） 

⑤プログラムの趣旨・内容・就業体験を行う際に必要な能力・採用選考活動等開始日以降に学生情報を活

用する旨・採用選考活動等の実績概要など、産学協議会が設けた項目をＨＰ等で公表すること 



4 
 

は、募集要項等に「産学協議会基準準拠マーク」の記載が可能になることに留意

すること。（別紙１－２参照） 

・ 広報活動又は採用選考活動の開始日より前に行うインターンシップ等について

は、広報活動や採用選考活動と異なるものであることを明確にすること。 

・ 広報活動又は採用選考活動の開始日以後に、2024（令和６）年度卒業・修了予

定者を含むインターンシップ等を実施する場合には、広報活動又は採用選考活動

の趣旨を含むことも差し支えないが、その場合は、あらかじめ当該活動の趣旨を

含むことを明示すること。 

・ インターンシップを実施する場合は、学生の長期休暇を活用し 17、学事日程に

十分に配慮すること。 

 

４．卒業・修了後３年以内の既卒者の取扱い 

近年は、留学や課外活動など様々な活動に意欲的に取り組む様々な学生も数多くいま

す。そうした意欲や能力ある有為な若者に、応募の機会を幅広く提供することが重要で

す。 

① 若者雇用促進法に基づく指針 18も踏まえ、卒業・修了後少なくとも３年以内の既

卒者は、新規卒業・修了予定者の採用枠に応募できるようにすること。 

② 上記①の既卒者について、通年採用など様々な募集機会を積極的に提供するとと

もに、その場合には、その旨の情報発信を行うこと。 

 

５．日本人海外留学者 19や外国人留学生などに対する多様な採用選考機会の提供 

国際的な人材獲得競争が展開される中で、日本人海外留学者や外国人留学生が、就職

活動で不利になるとの認識が生じることがないよう、多様で公平・公正な採用選考の機

会を提供することが重要です。 

 

① 日本人海外留学者や外国人留学生に対して、一括採用のほか、通年採用など多様

な採用選考機会を設けるなどの取組を、各企業の必要に応じて行うとともに、積極

的に周知すること。 

②  外国人留学生に対して、業種や職種等によって求められる日本語能力が多様であ

ること等も踏まえ、選考時点での一律の日本語能力ではなく、業務で求められる日

本語能力や専門性に応じた採用選考を行うなどの取組を、各企業の必要に応じて行

うこと。 

  また、そうした取組については、外国人留学生の多様性に応じた採用選考や採用

後の柔軟な人材育成・処遇等について政府として策定したチェックリストやベスト

プラクティス 20等を参考に、積極的に周知すること。 

                                                   
17 翌日の学業やレポート作成等に影響がないように配慮するとともに、採用担当者の労務管理についても御

留意願います。 
18 「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その

他の関係者が適切に対処するための指針」（平成 27年厚生労働省告示第 406 号） 
19 留学期間が１．の就職・採用活動の日程と重複する者などを指します。 
20 外国人留学生の就職や採用後の活躍に向けたプロジェクトチーム（文部科学省、厚生労働省、経済産業省
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③ 2025（令和７）年３月とは卒業・修了の時期が異なるなど何らかの理由により一

括採用の採用選考時期に就職活動を行わなかった学生に対して、通年採用や秋季採

用の導入を始めとした様々な募集機会を設けることについて、積極的に検討するこ

と。また、そうした機会を提供している場合には、積極的に周知すること。 

 

６．オンラインの活用 

学生がオンラインであっても対面と同様に不公平・不公正な扱いを受けることなく、

安心して就職活動に取り組める環境を整えることが重要です。また、大学等の所在地に

より、学生の就職活動に不利が生じないよう、配慮する必要があります。 

 

① オンラインによる企業説明会や面接・試験を実施する場合には、その旨を積極的

に情報発信すること。特に、遠隔地の学生に対して、オンラインでの実施を積極的

に検討し、そうした機会を提供している場合には、積極的に周知すること。 

② 通信手段や使用ツールなど、どのような条件で実施するかについて事前に明示

し、学生が準備する時間を確保すること。 

③ 通信環境により、音声・映像が途切れる場合には、学生が不安にならないよう対

応すること。 

④ オンライン環境にアクセスすることが困難な学生に対しては、対面や他の通信手

段による企業説明会や面接・試験等も併せて実施すること。 

 

７．成績証明等の一層の活用 

採用選考活動では、学生の学業に対する取組状況が適切に評価されることが重要です 21 。 

 

○ 採用選考活動に当たっては、大学等における成績証明等を取得して一層活用する

こと（例えば、面接時にそれらに基づいた質問を行うなど）等により、学修成果や

学業への取組状況を適切に評価すること。 

 

８．公平・公正で透明な採用、個人情報の不適切な取扱いの防止の徹底 

学生が安心して就職活動に取り組むためには、応募者に広く門戸を開き、応募者の適

性・能力に基づいた公平・公正で透明な採用選考を行っていただくことが必要です。ま

た、学生の個人情報の不適切な取扱いにより、就職活動に不利に働くようなサービスが

提供され、利用される事案などが発生しました。 

 

○ 関係法令等 22を踏まえ、公平・公正で透明な採用選考活動を行うとともに、学生

                                                   
の３省共同事務局）において「外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック」を策定（令和

２年２月）。 
21 日本経済団体連合会「2023 年版経営労働政策特別委員会報告」では、「学修成果の評価や保有しているス

キル・職能に基づいた採用基準による採用枠の拡大を検討する」旨が記載されています。 
22 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」（昭和 41 年法

律第 132 号）、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」（昭和 47 年法律第

113号）、「青少年の雇用の促進等に関する法律」（昭和 45 年法律第 98号）、「障害者の雇用の促進等に関す
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の個人情報の取扱い等を適切に行うこと。 

 

９．セクシュアルハラスメントの防止の徹底  

  就職をしたいという学生の弱みに付け込んだ、学生に対するセクシュアルハラスメン

トが確認されています 23。 

 

〇 採用選考活動や OB・OG訪問対応時等において、性的な冗談やからかい、身体に接

触するなどセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨を社員に対して周知を

するほか、学生からの相談に対して適切な対応を行う 24など、セクシュアルハラス

メントの防止のための対応を徹底すること。 

 

10．採用選考における学生の職業選択の自由を妨げる行為の防止の徹底  

  就職をしたいという学生の弱みに付け込んだ、学生の職業選択の自由を妨げる行為（い

わゆる「オワハラ」）が確認されています。 

 

〇 正式な内定前に他社への就職活動の終了を迫ったり、誓約書等を要求したりする

ことや、内（々）定期間中に行われた業務性が強い研修について、内（々）定辞退後

に研修費用の返還を求めたり、事前にその誓約書を要求したりすることなど、採用

選考における学生の職業選択の自由を妨げる行為を行わないよう徹底すること。 

 

11．学生からの苦情・相談への対応  

  上記のようなハラスメント行為への対応も含め、学生が安心して就職活動に取り組め

るような環境づくりのため、大学・企業・政府等の関係者が学生からの苦情・相談に対

応することが重要であり、企業の皆様におかれては、下記の対応をお願いします。 

 

〇 若者雇用促進法に基づく指針等も踏まえ、職業安定機関（ハローワーク等）等と

連携を図りつつ、相談窓口の設置など、学生からの苦情・相談を迅速、適切に処理す

るための体制の整備及び改善向上に努めること。 

 

 

 

以 上 

                                                   
る法律」（昭和 35年法律第 123号）、「職業安定法」（昭和 22 年法律第 141 号）、「職業紹介事業者、求人

者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給

を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の

責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切

に対処するための指針」（平成 11年労働省告示第 141 号）及び「個人情報の保護に関する法律」（平成 15

年法律第 57 号） 
23 内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」（令和４年 11月） 
24 「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

（平成 18年厚生労働省告示第 615 号）」等 
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（別紙１－２） 
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（別紙２） 

インターンシップを活用した就職・採用活動日程ルールの見直しについて  

 

令和５年４月 10日 

 

専門知識・技能を持った新卒学生や既卒数年程度の若者が、より一層活躍でき

るようにすることが求められている。学生の学修時間の確保に十分留意しつつ、

通年採用・経験者採用の拡大など企業における採用・キャリアパスの多様化・複

線化の進展、専門性の高い人材や留学生など多様な人材の活躍推進の観点、また、

質の高いインターンシップの実施とその活用により、学生のキャリア形成支援

の充実や企業とのマッチング促進などに資する観点なども踏まえながら、専門

性の高い人材に関する採用日程の弾力化を図ることとし、下記の通り、その具体

的内容を示すこととする。 

 

記 

 

Ⅰ．内容 

現行の就職・採用活動日程ルール 1を原則とする。 

それに加えて、以下のⅡ．の人材については、 

① 卒業・修了年度に入る直前の春休み以降のタイミングで、産学協議会 2

が令和４(2022)年４月にまとめた 3タイプ３のうち専門活用型インター

ンシップを活用すること、かつ 

② インターンシップ後の採用選考を経ること 

により、６月の採用選考開始時期にとらわれないこととする 4。 

 

Ⅱ．対象 

  対象となる人材については、産学協議会が令和４(2022)年４月にまとめた

タイプ３のうち専門活用型インターンシップを通じて判断される者とする 5。 
 

（参考）タイプ３のインターンシップ（就業体験、自らの能力の見極め、評価材料の取得） 

汎用的能力・専門活用型インターンシップ 

① 汎用的能力活用型インターンシップ     実施期間は５日以上 

② 専門活用型インターンシップ        実施期間は２週間以上 

注）実施期間のうち半分を超える日数は職場での就業体験が必要 

                                                 
1 例年、年度末に政府から経済団体・業界団体等に対して行っている就職・採用活動に関する要請におけ

る大学、大学院修士課程、短期大学、高等専門学校の新規卒業・修了予定者を対象とした就職・採用活動

日程ルールを指す。現行は以下の通り。 

・広報活動開始  ：卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降 

・採用選考活動開始：卒業・修了年度の６月１日以降 

・正式な内定日  ：卒業・修了年度の 10月１日以降 
2 日本経済団体連合会と大学関係団体等の代表者により構成される「採用と大学教育の未来に関する産学

協議会」 
3 「採用と大学教育の未来に関する産学協議会 2021年度報告書（2022年 4月 18日公表）」参照。 
4 すなわち、３月の広報活動開始以降であれば、６月以降の採用選考活動開始を待つことなく、内々定を

出すことができることとする。 
5 このほか、タイプ４の「ジョブ型研究インターンシップ」は、博士課程学生対象で実施中、「高度な専

門性を重視した修士課程学生向け」は、産学協議会にて検討中。 
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Ⅲ．留意事項 

１．Ⅰ及びⅡの実施に当たっては、 

 

（１）透明性確保のため、Ⅱ．の人材を求めるためにインターンシップを実施

する企業は、以下の内容を含む事項をＨＰ等で公表する。 

１）産学協議会(令和４(2022)年４月))に準拠したタイプ３のインターンシ

ップの情報開示要件 

① プログラムの趣旨(目的) 

② 実施時期・期間、場所、募集人数、選抜方法、無給/有給等 

③ 就業体験の内容（受入れ職場に関する情報を含む） 

④ 就業体験を行う際に必要な能力 

⑤ インターンシップにおけるフィードバック 

⑥ 採用活動開始以降に限り、インターンシップを通じて取得した学

生情報を活用する旨（活用内容の記載は任意） 

⑦ 当該年度のインターンシップ実施計画（時期・回数・規模等） 

⑧ インターンシップに係る実績概要（過去２～３年程度） 

⑨ 採用選考活動等の実績概要 

２）その他の開示要件 

① 就業体験を行う際に学生に求める大学における学修成果水準(GPA 等) 

② 就業体験を行う際に学生に求める専門的能力 

③ 参考情報として、新卒一括採用に係る採用計画(採用人数等） 

 

（２）多様な人材の活躍を促すため、実施企業は、新卒学生のみならず、博士

課程学生、既卒学生、海外からの日本人及び外国人留学生など多様な人材

にも、同様のインターンシップ、採用選考の機会を設ける。 

 

（３）採用時には、就業後のキャリアパスの多様化に資するため、実施企業は、

学生の専門性や能力を生かすことを考慮する。 

 

２． 学生の学修時間の確保のため、引き続き、日程ルールが守られるよう、

働きかける。 

また、学生の職業選択の自由の確保のため、新卒等の採用を行う企業は、

学生の幅広い就職活動を認めるため、学生の職業選択の自由を妨げる行為

（いわゆるオワハラ等）は行わないこととする。その実効性の担保のため、

学生が相談できる窓口を設けることとする。 

大学は、学生に対し、内々定を受けた後であっても、引き続き就職活動

ができる旨を周知徹底する。仮に不当な行為等があった場合には、キャリ

アセンター等の窓口で相談や企業に対する申し入れができることとする。   

また、ハローワークにおいても、学生からの相談を受けつけ、相談者の

意向も踏まえつつ、事実確認の上で、適切に対処する。 

政府は、就職・採用活動の状況を見ながら、所要の措置の検討を行う。 
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Ⅳ．施行時期 

 

令和７(2025)年度（令和８(2026)年３月）卒業・修了以降の学生を対象とす

る。 

以上 
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令和５年４月 10日 

 

経済団体・業界団体等の長 殿 

 

                           就職問題懇談会座長 

                             大 野 英 男 

                             (東北大学総長) 

 

「令和６年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者 

に係る就職について（企業等への要請）」について 

 

この度、国公私立の大学、短期大学及び高等専門学校（以下、「大学等」という。）

関係団体の代表で構成する就職問題懇談会では、「令和６年度大学、短期大学及び高等

専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（申合せ）」（以下、「申合せ」という。）

を参考のとおり定めました。 

「申合せ」では、就職活動の秩序を維持し、学生の就職機会の均等のため、各大学等

が取り組む事項についてまとめています。 

大学等は、正常な学校教育と学生の学修環境を確保するために全教職員が協力し、全

学的に「申合せ」を実行する所存ですが、学生が混乱することなく就職・採用選考活動

を円滑に実施するためには、各企業等及び求人広告会社やその他就職支援サービス会社

の皆様の御理解・御協力が不可欠であるため、学生の就職・採用選考活動に際し留意い

ただきたい事柄を「令和６年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係

る就職について（企業等への要請）」として、別紙のとおりまとめました。 

貴団体におかれては、本趣旨を御勘案いただき、加盟企業等に対して周知徹底を要請

します。 

我が国の持続的な発展のためには、若者の人材育成が必要不可欠であり、学生が学業

に専念し、多様な経験ができる環境づくりを進めることが重要であると考えています。

大学等の活動に御理解・御協力のほどよろしくお願いします。 

なお、「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」では、学生のキャリア形成を産

学で連携して支援していくことについて合意しました。産学協議会ウェブサイトでは、

インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の新しい整理である

４つの類型の基本的考え方や、その実施に向けた周知活動を行っています。今後の実践

に向けてぜひ一度ご覧ください。 

 

〇産学協議会ウェブサイト 

https://www.sangakukyogikai.org/activities 

  

  

 参考資料  
別添１
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（別紙） 

 

令和６年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について 

（企業等への要請） 

 

  就職問題懇談会は、学生が大学等において学問をしっかりと修めることが、社会や企

業等にとっても有意義であり、企業等が学生に対する採用活動について共通認識を持つ

ことが重要であると考える。このため、学生が安心して学業に専念できるよう、学修環

境の確保を前提とした採用選考活動を実施いただきたく、以下の点を要請する。 

 

（１）就職・採用選考活動開始時期の遵守 

   大学等の学事暦に十分配慮し、以下の就職・採用選考活動日程を遵守すること。 

   ・広報活動開始ⅰ   ： 卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降 

   ・採用選考活動開始ⅱ ： 卒業・修了年度の６月１日以降 

   ・正式な内定日    ： 卒業・修了年度の１０月１日以降 

学生の採用選考に当たり、求人広告会社やその他就職支援サービス会社を利用する

際も、本要請を遵守したサービスであることを確認した上で利用すること。 

また、採用選考活動開始前の早期の段階で採用の内々定を出すことや、「早期選考」

等と称して採用選考活動開始前に採用選考活動を実施することは学生の学修環境に強

い影響を及ぼすこととなるので、実施しないこと。 

なお、海外留学する学生もいることから、上記日程後長期にわたって積極的に広報

活動及び採用選考活動を実施するとともに、卒業・修了した学生に対しても同様の活

動を行うこと。 

 

（２）学生の学業等への配慮 

   企業等が学期期間中に採用選考活動を実施する場合には、当該活動が学業の妨げと

ならないよう、以下の点に配慮すること。 

① 授業、試験、留学、教育実習等と採用選考活動が重複しないかあらかじめ学生

に確認し、必要に応じて個別的な採用選考日時の変更など必要な対応を明示的

に行うこと。また、土日祝日や平日の夕方を活用するほかインターネットなど

の多様な通信手段も取り入れるなど、学生の学修環境を損なうことのないよう

極力柔軟に対応すること。 

② 大学等の所在地や学生の居住地が遠方である場合などには、多様な通信手段を

活用して採用選考活動を行うなど、採用選考において不利とならないよう配慮

すること。 

③ 多様な通信手段を活用した採用選考活動を行う際には、学生の通信環境を考慮

した対応として、通信環境が整わない学生が不利益を被らないよう配慮し、音

声・映像が途切れた場合の対応をあらかじめ明示すること。また、学生が準備

する時間を確保するため、通信手法について余裕をもって連絡すること。 
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（３）多様な選考機会の提供 

国際的な人材獲得競争が展開される中で、日本人海外留学者ⅲや外国人留学生が、就

職活動で不利になるとの認識が生じないよう、日本人海外留学者や外国人留学生のみ

を対象とする採用選考等の取組を各企業等の必要に応じて行い、取組を行っている企

業等は、様々な募集の機会についてインターネットなどの多様な通信手段も活用して

積極的に周知・広報すること。 

 

 （４）雇用機会均等、職業選択の自由を妨げる行為等の抑制、公平・公正な採用の徹底 

労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、同法指針の趣旨及び障害者雇用促進法

等にのっとって採用選考活動を行うこと。特に、総合職採用における女子学生や、障

害のある学生への配慮、あるいは学生が持つ多様性の尊重など、適切に対応すること。 

  また、必要な人材確保に熱心になるあまり、 

① 正式内定開始日前に内定承諾書、誓約書をはじめとした内定受諾の意思確認書

類の提出要求 

② ６月１日以降の採用選考時期に学生を長時間拘束するような選考会や行事等の

実施 

③ 自社の内々定と引き替えに、他社への就職活動を取りやめるよう強要すること 

④ 自由応募型の採用選考において、内々定と引き替えに大学等あるいは大学教員

等からの推薦状の提出を求めること 

など、学生の職業選択の自由を妨げる行為や、学生の意思に反して就職活動の終了

を強要するようなハラスメント的な行為は厳に慎むこと。 

加えて、採用選考活動に携わる人事担当者等が、就職をしたいという学生の弱みに

付け込んで、性的な言動や人権を侵害するような行為をすることがないよう、当該人

事担当者等への適切な事前指導・教育を行うこと。 

  また、採用選考活動等で差別的な取扱いが行われないよう、学生に対して、就職差

別につながる恐れのある項目を含む「会社指定書類（エントリーシート等を含む）」、

「戸籍謄（抄）本」、「住民票」等の提出を求めないこと。面接においても同様に就

職差別につながる恐れのある内容の質問等をしないこと。 

  さらに、就職活動において書類を徴収するに際しては、学生の個人情報の取扱い等

に留意し、第三者に提供すること等を想定しているのであれば、その使途を明確に事

前周知し、学生が同意したくない場合には拒否できるような仕組みを設けるとともに、

あらかじめ示された必要書類以外のものを選考の最終段階や内々定後に求めることが

ないように、必要書類を含む採用選考情報をあらかじめ明示すること。 

 

（５）インターンシップの適切な実施 

インターンシップとは、「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援

に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」（以下、「三省合意」という）では「学

生がその仕事に就く能力が自らに備わっているかどうか（自らがその仕事で通用する

かどうか）を見極めることを目的に、自らの専攻を含む関心分野や、将来のキャリア

に関連した就業体験（企業の実務を経験すること）を行う活動（但し、学生の学修段
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階に応じて具体的内容は異なる）」とされており、その実施に当たっては、「三省合

意」を踏まえⅳ、適切に実施すること。 

インターンシップの実施に当たり、特に以下の点について留意すること。 

① インターンシップは原則として、広報活動や採用選考活動そのものではない。令

和５年度以降に実施するインターンシップには、就業体験要件や指導要件等、一

定の要件が定められていることから、既存のプログラムが要件を満たしている

かを確認するとともに、要件を満たさない場合には「インターンシップ」と称し

て実施することは厳に慎むこと。特に、実質的に就業体験を伴わず業務説明の場

となっている「ワンデーインターンシップ」などと称した行事は、就業体験要件

や実施期間要件を満たしていないことが明らかであるため、見直しを図ること。 

また、インターンシップに参加する学生を求人広告会社やその他就職支援サー

ビス会社を利用して公募する際は、本要請を遵守したサービスであることを確

認した上で利用すること。 

② インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の教育的効

果を高めるため、大学等との連携の下実施すること。 

③ 学生の学業を妨げることがないようインターンシップの実施時期に十分配慮し、

原則として長期休暇の活用など学事日程に十分配慮して実施すること。ただし、

大学の正規の教育課程としてのインターンシップはこの限りではない。 

④ 一定の要件を満たしたインターンシップに限り、取得した学生の個人情報を、３

月以降は広報活動に、６月以降は採用選考活動に使用できる。なお、令和６年度

卒業・修了予定者を対象とし、広報活動・採用選考活動の開始期日以降に実施さ

れるインターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組で、あ

らかじめ広報活動・採用選考活動の趣旨を含むことが示されている場合には、こ

の限りではない。 

 

（６）採用選考活動における学業成果等の評価 

採用選考において、卒業・修了前年度までの学修成果や学業への取組状況を表す

書類(例えば成績証明書や履修履歴等)を選考の早期の段階で取得したり、学生が提

出する学修成果等に関する資料（例えばｅポートフォリオやディプロマ・サプリメ

ント等）を採用面接等において積極的に活用することにより、学生の学修成果等を

適切に評価すること。 

 

（７）学生の健康状態への配慮 

採用選考活動の実施時期が梅雨や夏季に当たるため、学生のクールビズ等の取扱

いを明示することで、学生の健康面に配慮すること。 

 

（８）卒業・修了後３年以内の既卒者の取扱い 

個々の学生の置かれた状況は様々であるため、意欲や能力を有する若者に応募の

機会を広く提供する観点から、「若者雇用促進法」に基づく指針Ⅴの趣旨を踏まえつ

つ、自社の実情や採用方針にのっとって、大学等の卒業・修了者が、卒業・修了後少
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なくとも３年間は新規卒業・修了予定者の採用枠に応募できるような募集条件を設

定するなど、適切な対応に努めること。 

 

（９）本要請の周知と対応 

企業及び経済団体・業界団体等においても、本要請の周知・理解の促進と、それ

を踏まえた適切な採用選考活動の実施に務めること。 
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（用語解説） 
 

ⅰ 広報活動とは、採用を目的として、業界情報、企業情報、新卒求人情報などを学生に

対して広く発信していく活動を指す。 

開始期日の起点は、自社の採用サイトあるいは求人広告会社やその他就職支援サービス

会社の運営するサイト等で学生の登録を受け付けるプレエントリーの開始時点（令和６

年度卒業・修了予定者は令和６年３月１日）とする。 

また、会社説明会などのように、学生が自主的に参加又は不参加を決定することができ

るイベントは、その後の選考活動に影響しない旨を明示するとともに、学事日程に十分

配慮すること。 

開始期日前は、ホームページにおける文字や写真、動画などを活用した情報発信、文書

や冊子等の文字情報によるＰＲなど、不特定多数に向けた情報発信にとどめ、学生情報

の取得や学生情報を活用した活動は行わないこと。 

（広報活動日程を事前に公表することは差し支えない。） 

なお、求人広告会社やその他就職支援サービス会社は、開始期日の前後を問わず大学の

授業・試験期間を十分に配慮したサイト等の運営に留意すること。 

求人広告会社やその他就職支援サービス会社とは、従来の就職情報会社のみならず、学

生の就職支援サービスに関わるすべての民間企業・団体を指す。 
 
ⅱ  採用選考活動とは、一定の基準に照らして学生を選抜することを目的とした活動を指

す。具体的には、選考の意思をもって学生の順位付け又は選抜を行うもの、あるい

は、当該活動に参加しないと選考のための次のステップに進めないものであり、こう

した活動のうち、時間と場所を特定して行う面接や試験などの活動を指す。 
 
ⅲ   令和６年度卒業・修了予定者のうち、留学期間が就職・採用選考活動の日程と重複す

る者など。 
 
ⅳ  令和４年４月に一般社団法人日本経済団体連合会と大学関係団体等の代表者により構

成される「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」において「学生のキャリア形

成支援に係る産学協働の取組み」が四つの類型に整理されたことを踏まえ、令和４年

６月に政府の「三省合意」が改正され、インターンシップの定義の見直しが行われて

いる。https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/sangaku2/20220610-mxt_ope01_01.pdf 

 
Ⅴ 「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業

紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」（平成 27 年 9 月 30 日厚生

労働省） 
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  参 考   

 令和５年４月 10 日 

 

各 国 公 私 立 大 学 長 

各 公 私 立 短 期 大 学 長 殿 

各国公私立高等専門学校長 

 

                           就職問題懇談会座長 

                             大 野 英 男 

                             (東北大学総長) 

 

令和６年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者 

に係る就職について（申合せ）について 

 

この度、国公私立の大学、短期大学及び高等専門学校（以下、「大学等」という。）

関係団体の代表で構成する就職問題懇談会では、「令和６年度大学、短期大学及び高等

専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（申合せ）」（以下、「申合せ」という。）

を別紙のとおり定めました。 

申合せでは、就職活動の秩序を維持し、正常な学校教育と学生の学修環境を確保する

とともに、学生が自己の能力や適性に応じて適切に職業を選択できるようにするため、

各大学等が取り組む事項についてまとめています。 

また、学生の学修環境を確保し、秩序ある就職・採用活動が実施されるようにするた

め、就職問題懇談会として各企業に御理解・御協力を要請したい事項を「令和６年度大

学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（企業等への要請）」

としてまとめ、経済団体等に対し、加盟企業に周知徹底を要請します。 

ついては、別紙の「申合せ」の内容に御留意の上、各大学等におかれては、正常な学

校教育と学生の学修環境が確保されるよう全教職員が連携・協力し、全学一丸となった

対応をお願いします。 

なお、日本経済団体連合会が主催する「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」

では、学生のキャリア形成を産学で連携して支援していくことについて合意しました。

産学協議会ウェブサイトでは、インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援

に係る取組の新しい整理である４つの類型の基本的考え方や、その実施に向けた周知活

動を行っています。今後の実践に向けてぜひ一度ご覧ください。 

 

〇産学協議会ウェブサイト 

https://www.sangakukyogikai.org/activities 
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（別紙） 

 

令和６年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について 

（申合せ） 

 

大学、短期大学及び高等専門学校（以下、「大学等」という。）は、経済・社会構造が

大きく変化している状況の中で、学生に高い学力と豊かな人間性を身につけさせた上で、

社会に送り出す社会的使命を負っている。その責務を果たすためには、正常な学校教育と

学生の学修環境を確保することが不可欠である。 

 その理念の下、国公私立の大学等で構成する就職問題懇談会は、令和６年度卒業・修了

予定者の就職・採用活動が多様化している中で、学生が自己の能力や適性に応じて適切に

職業を選択できるようにするための検討を行い、政府に対し就職問題懇談会としての考え

を伝え、昨年 11 月に政府が公表した「2024 年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程

に関する考え方」にも反映されたところ。 

このような流れを踏まえ、就職問題懇談会では、令和６年度の大学等卒業・修了予定者

に係る就職に関し各大学等が取り組む事項について下記のとおり申し合わせを定めた。 

 この申合せを行うに当たり、各大学等においては、全教職員が協力し、全学的にこれを

実行するよう努める。 

 なお、就職活動の秩序維持に関して、各大学等が取り組むだけでなく、就職問題懇談会

としても企業及び求人広告会社やその他就職支援サービス会社等に対し協力要請を行う。 

 

記 

 

１．各大学等は、就職・採用選考活動に関する本申合せの大きな目的が、学生の学修時間

の確保や留学などの多様な経験を得る機会の確保など、学生の学修環境の整備であるこ

とを再度認識する。その上で、各大学等は、学事暦に十分に配慮し、以下の就職・採用

選考活動の日程を遵守するとともに、企業等に対して、その遵守を要請する。 

 

   ・広報活動開始ⅰ   ： 卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降 

   ・採用選考活動開始ⅱ  ： 卒業・修了年度の６月１日以降 

   ・正式な内定日   ： 卒業・修了年度の１０月１日以降 

 

なお、海外留学や教育実習に取り組む学生も考慮して、多様性に配慮した広報活動及

び採用選考活動を実施することを企業等に要請する。 

また、卒業・修了後であっても新卒採用に応募を可能とすることも要請する。 
 
 

２．各大学等は、就職・採用選考活動に関し、学生に対して、関連情報の周知や情報提供

に努めるとともに、個別の相談や指導等を行い、企業等に具体的な対応を要請する必要

がないか確認するなど、きめ細かな支援を行う。 
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３．各大学等は、採用選考において学生の学修成果や学業への取組状況を適切に評価する

よう企業等に要請するとともに、学生が自らの学修成果等を企業等に対して容易に説明

できるよう、企業等において適切な評価に資する情報・資料を、積極的に提供するよう

に努める。 
 
 

４．各大学等は、インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の本

来の趣旨に鑑み、その教育的効果を高めることに努める。特に、インターンシップ実施

に当たって要件が定められていることを踏まえ、「企業説明会」等を「ワンデーインタ

ーンシップ」などと称して実施することがないよう留意する。なお、一定の要件を満た

したインターンシップで取得した学生情報は広報活動・採用選考活動開始以降に使用で

きるが、それ以外は使用できないことを、企業等に要請する。 

 

 

５．各大学等は、学生が求人広告会社やその他就職支援サービス会社を利用するに当たっ

ては、新卒採用サービスの多様化に伴い、学生がその特徴を十分に理解した上で、業界

・企業の十分な研究を通じて、適切な利用方法により、進路を検討するよう学生への周

知・指導する。なお、就職・採用選考活動の早期化を増長させないよう、学内での案内

にも十分に留意する。 

 

 

具体的取組 

 

１． 就職・採用選考活動の円滑な実施 

 

（１）就職・採用選考活動日程に関する留意事項 

   大学等は、就職・採用選考活動の日程及びそれに付随して実施される「企業説明会」、

「学校推薦」、「正式内定開始日」について、以下の取扱いを遵守する。 

① 「企業説明会」の取扱い 

企業等が採用を目的として、事前に採用予定数や選考日程などの採用情報を広

く学生に発信する「企業説明会」に対する会場提供や協力については、卒業・修了

前年度３月１日以降とする。また、「ワンデーインターンシップ」などと称して、

就業体験を伴わず、実態として特定の企業等の説明にとどまるプログラムとなら

ないように留意する。 

② 学校推薦の取扱い 

学校推薦は、卒業・修了年度の６月１日以降とする。 

③ 正式内定に至るまでの対応 

学生が正式内定に至るまで、いたずらに複数の内々定を保有した状態を継続す

ることがないよう誠意ある対応に努めることを指導するとともに、９月３０日以

前の内々定は学生を拘束するものではない旨を周知徹底する。 
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（２）学生への周知・情報提供 

① 就職・採用選考活動に関して注意すべき点の十分な周知 

各大学等は、学生が混乱することのないよう、就職・採用選考活動の時期等につ

いて、その趣旨を含めて、学生に対して十分に周知する。特に、採用選考活動が授

業期間と重複するスケジュールであることを踏まえ、学生個々の学業と採用選考関

係の日程が重複する場合には、採用選考関係の日程調整に関して企業等に相談する

ことが可能であることを周知・指導する。 

② 留学や教育実習等を希望する学生への周知 

各大学等は、留学や教育実習等を検討している学生には、企業等が様々な募集機

会を設けることについて、積極的に検討するよう依頼しているとともに、そうした

機会を提供している場合には、企業等が情報発信するよう求めていること等を周知

・指導する。 

③ 就職関連情報の積極的な提供 

  学生が進路選択する際の検討に資するため、各大学等は、特定の企業等に偏らな

い様々な企業等に関する情報や、学部・分野別の就職実績等に関する情報の積極的

な提供に努める。また、海外への留学や外国人留学生の受入れを積極的に進めてい

る大学等は、日本人海外留学者ⅲや外国人留学生に対し、企業等での採用に関する情

報をインターネットなどの多様な通信手段も活用して積極的に提供し、就職活動に

おいて不利にならないよう配慮する。 

 

（３）学修成果等に関する情報の提供 

各大学等は、学生の卒業・修了前年度までの学修成果や学業への取組状況を学生

が企業等に対して容易に説明ができるよう、企業等にとって確認・閲覧しやすい形

（例えばｅポートフォリオやディプロマ・サプリメント等）で提供するなど、学修

成果等の適切な評価に資する情報・資料の提供に取り組む。 

 

（４）相談体制の充実 

  就職活動中の学生には、企業等からなかなか内々定がもらえないといったこと

や、企業等の職員からのハラスメントなど、あってはならないことが過去に起こっ

ていることから、ガイダンスなどを通じてあらかじめ学生に注意喚起するととも

に、これらに学生が巻き込まれた場合に適切な対応ができるよう、既存の就職支援

窓口の充実や学生支援担当者の意識啓発を進める。 

 

 

２．就職・採用選考活動の公平・公正の確保について 

 

（１）インターンシップに係る大学の関与と学生への周知 

インターンシップとは、「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支

援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」（以下、「三省合意」という）で

は「学生がその仕事に就く能力が自らに備わっているかどうか（自らがその仕事で
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通用するかどうか）を見極めることを目的に、自らの専攻を含む関心分野や、将来

のキャリアに関連した就業体験（企業の実務を経験すること）を行う活動（但し、

学生の学修段階に応じて具体的内容は異なる）」とされていることから、大学等の

教育・学生のインターンシップを始めとするキャリア形成支援の一環として、各大

学等が積極的に関与する。各大学等が実施に関わる場合は、「三省合意」を踏まえ
Ⅳ、適切な実施を徹底する。 

学生に対しては、インターンシップは原則として就職・採用選考活動そのもので

はないということを周知する。また、「ワンデーインターンシップ」などと称して、

実質的に就業体験が伴わず業務説明の場となっているものについては、インターン

シップではない旨を周知する。 

加えて、実質的に業務説明の場となっているインターンシップと称するものへの

参加を理由に授業等を欠席することは認めないことが望ましい。 

 

 （２）企業がインターンシップ等で取得した学生情報の取扱い 

各大学等は、企業等が一定の要件を満たしたインターンシップに限り、取得した

学生情報を、３月以降は広報活動に、６月以降は採用選考活動に使用できることを

周知する。その際、企業等が一定の要件を満たしていないにもかかわらず「インタ

ーンシップ」と称したプログラムを実施し、取得した学生情報を広報活動・採用選

考活動に使用しようとしていないか等について留意する。 

なお、令和６年度卒業・修了予定者を対象とし、広報活動・採用選考活動の開始

期日以降に実施されるインターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取

組で、あらかじめ広報活動・採用選考活動の趣旨を含むことが示されている場合は、

この限りではない。 

 

３．その他の事項について 

 

（１）求人広告会社やその他就職支援サービス会社の利用 

    各大学等は、学生が求人広告会社やその他就職支援サービス会社を利用した就職

活動を行う際には、それらが本申合せを遵守したサービスであることを確認すると

ともに、学生がそれぞれのサービスの特徴を十分に理解した上で利用するように指

導し、学生が学業と就職活動を両立できる環境の確保に努める。なお、就職・採用

選考活動の早期化を増長させないよう、学内での案内にも十分に留意する。 

 

（２）各大学等における職員採用の対応 

   企業等への就職・採用選考活動のみならず、各大学等における職員採用において

も、本申合せを踏まえた対応を行う。 

 

（３）本申合せの周知と対応 

 各大学等は、本申合せの内容について、学内の教職員はもとより、学生への周知

徹底を図り、学生に不安と混乱が生じないよう適切に対応する。 
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また、企業等に対しても、本申合せの内容の周知を図る。各大学等による企業等

への直接的な要請は本申合せの趣旨の理解促進に極めて重要であるため、各大学等

は主体的に上記に取り組み、一層の周知徹底に努める。 

本申合せの内容に関して、企業等や求人広告会社やその他就職支援サービス会社

等において不適切な取組が行われていることを各大学等が確認した場合には、必要

に応じて、各大学等において、今後の学生に対する指導等の際に、当該企業等に関

する情報として共有する。 

さらに、悪質と思われる事案については、各大学や関係団体、就職問題懇談会等

において情報共有し、課題として検討することなどを通じて、大学等全体として、

学生の学修環境の確保と就職活動の秩序維持に努める。 
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（用語解説） 
 

ⅰ 広報活動とは、採用を目的として、業界情報、企業情報、新卒求人情報などを学生に

対して広く発信していく活動を指す。 

開始期日の起点は、自社の採用サイトあるいは求人広告会社やその他就職支援サービス

会社の運営するサイト等で学生の登録を受け付けるプレエントリーの開始時点（令和６

年度卒業・修了予定者は令和６年３月１日）とする。 

また、会社説明会などのように、学生が自主的に参加又は不参加を決定することができ

るイベントは、その後の選考活動に影響しない旨を明示するとともに、学事日程に十分

配慮すること。 

開始期日前は、ホームページにおける文字や写真、動画などを活用した情報発信、文書

や冊子等の文字情報によるＰＲなど、不特定多数に向けた情報発信にとどめ、学生情報

の取得や学生情報を活用した活動は行わないこと。 

（広報活動日程を事前に公表することは差し支えない。） 

なお、求人広告会社やその他就職支援サービス会社は、開始期日の前後を問わず大学の

授業・試験期間を十分に配慮したサイト等の運営に留意すること。 

求人広告会社やその他就職支援サービス会社とは、従来の就職情報会社のみならず、学

生の就職支援サービスに関わるすべての民間企業・団体を指す。 
 
ⅱ  採用選考活動とは、一定の基準に照らして学生を選抜することを目的とした活動を指

す。具体的には、選考の意思をもって学生の順位付け又は選抜を行うもの、あるい

は、当該活動に参加しないと選考のための次のステップに進めないものであり、こう

した活動のうち、時間と場所を特定して行う面接や試験などの活動を指す。 
 
ⅲ   令和６年度卒業・修了予定者のうち、留学期間が就職・採用選考活動の日程と重複す

る者など。 
 
ⅳ 令和４年４月に一般社団法人日本経済団体連合会と大学関係団体等の代表者により構

成される「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」において「学生のキャリア形

成支援に係る産学協働の取組み」が四つの類型に整理されたことを踏まえ、令和４年

６月に政府の「三省合意」が改正され、インターンシップの定義の見直しが行われて

いる。https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/sangaku2/20220610-mxt_ope01_01.pdf 
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